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船舶事故調査報告書 

 

 

   船 種 船 名 遊漁船 友栄丸 

   船 舶 番 号 ２９０－３９３６１福岡 

   総 ト ン 数 ６.６トン 

 

   船 種 船 名 漁船 成幸丸 

   漁船登録番号 ＦＯ３－３２４９０ 

   総 ト ン 数 １.１トン 

 

   事 故 種 類 衝突 

   発 生 日 時 平成２０年１０月２１日 １５時２０分ごろ 

発 生 場 所 福岡県倉良瀬戸 

           筑前大島港避難港北防波堤灯台から真方位１０５°１,４７０

ｍ付近 

           （概位 北緯３３°５３.５′ 東経１３０°２７.１′） 

 

 

                        平成２１年９月３日 

                運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                   委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                   委   員  山 本 哲 也 

                   委   員  根 本 美 奈 

 

 

１ 船舶事故調査の経過 

 

１.１ 船舶事故の概要 

 遊漁船友
ゆう

栄
えい

丸は、船長が１人で乗り組み、福岡県宗像市大島漁港宮崎船だまりを出

港して同市 神 湊
こうのみなと

漁港に向けて航行中、漁船成
せい

幸
こう

丸は、船長が１人で乗り組み、同船

だまりを出港し、同漁港南東方沖で漂泊中、平成２０年１０月２１日（火）１５時２０

分ごろ、両船が衝突した。 
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 成幸丸は沈没して船長が左腕に軽い打撲傷を負い、友栄丸には船首部に擦過傷が生

じた。 

 

１.２ 船舶事故調査の概要 

1.2.1 調査組織 

運輸安全委員会は、平成２０年１０月２３日、本事故の調査を担当する主管調査

官（門司事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 

1.2.2 調査の実施時期 

平成２０年１２月２３日、平成２１年５月２９日 口述聴取 

 

1.2.3 原因関係者からの意見聴取 

原因関係者から意見聴取を行った。 

 

 

２ 事実情報 

 

２.１ 事故の経過 

 本事故が発生するまでの経過は、友栄丸（以下「Ａ船」という。）の船長（以下「船

長Ａ」という。）及び成幸丸（以下「Ｂ船」という。）の船長（以下「船長Ｂ」という。）

の口述によれば、次のとおりであった。 

(1) Ａ船 

Ａ船は、平成２０年１０月２１日１５時１５分ごろ、船長Ａが１人で乗り組

み、釣り客を迎えに行く目的で、福岡県宗像市大島漁港宮崎船だまりを出港し、

同市神湊漁港に向かった。 

船長Ａは、操舵室右舷側のいすに座って操船に当たり、神湊漁港沖に向く約

１４１°（真方位、以下同じ。）の針路とし、約１２ノット（kn）の速力（対

地速力、以下同じ。）で手動操舵によって航行したが、前路で漂泊中のＢ船に

気付かなかった。 

Ａ船は、同じ針路、速力で航行中、船長Ａが、衝突の直前に船首方至近のＢ

船に気付き、急いで左舵一杯及び後進としたが、船首の方向及び速力が変わら

ないうちに、Ａ船の船首部とＢ船の右舷船尾部が衝突した。 

衝突後、船長Ａは、海面に浮いていた船長Ｂを救助し、所属の漁業協同組合

に連絡した。 
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(2) Ｂ船 

Ｂ船は、平成２０年１０月２１日０８時００分ごろ、船長Ｂが１人で乗り組

み、ひらめ一本釣り漁の目的で、大島漁港宮崎船だまりを出港し、宗像市勝島

周辺の漁場に向かい、同漁場で漁を行った後、北上して大島漁港沖の一ノ瀬や

オノマ瀬で漁を行った。 

船長Ｂは、１５時００分ごろ、オノマ瀬で釣り糸が根掛りして切れたので、

釣り具の修理のため、大島漁港南東方沖において船首を南西に向け、機関を中

立として漂泊を開始した。 

船長Ｂは、前部甲板で身体を船尾方に向け、下を向いて釣り道具の修理をし

ていて周囲を見なかったことから、Ｂ船に向けて接近中のＡ船に気付かなかっ

た。 

Ｂ船は、船首を南西方に向けて漂泊中、船長Ｂが、衝突の直前に右舷至近の

Ａ船に気付いたが、何もできずにＡ船と衝突し、Ｂ船は船尾から沈没した。 

衝突後、救命胴衣を着用していた船長Ｂは、Ｂ船が沈没する前に海中に飛び

込み、引き返してきたＡ船に救助された。 

 

本事故の発生日時は、平成２０年１０月２１日１５時２０分ごろで、発生場所は、

筑前大島港避難港北防波堤灯台（以下「北防波堤灯台」という。）から１０５°

１,４７０ｍ付近であった。 

（付図１ 推定航行経路図 参照） 

 

２.２ 人の死亡、行方不明及び負傷に関する情報 

 船長Ｂの口述によれば、左腕に軽い打撲傷を負った。 

 

２.３ 船舶等の損傷に関する情報 

  (1) Ａ船 

船長Ａの口述によれば、船首部に擦過傷が生じた。 

(2) Ｂ船 

船長Ｂの口述によれば、衝突後すぐに船尾側から沈没した。 

 

２.４ 乗組員に関する情報 

(1) 性別、年齢、操縦免許証 

船長Ａ 男性 ３６歳 

一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

免許登録日 平成３年４月１１日 
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免許証交付日 平成１７年１２月５日 

（平成２３年４月１０日まで有効） 

船長Ｂ 男性 ７０歳 

一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

免許登録日 昭和５０年７月２２日 

免許証交付日 平成１７年２月２８日 

（平成２３年２月２７日まで有効） 

(2) 主な乗船履歴等 

船長Ａ 

船長Ａの口述によれば、次のとおりであった。 

① 主な乗船履歴 

平成２年ごろから小型漁船に甲板員として乗り組み、操縦免許証を取得後、

船長職を執るようになった。また、平成１５年ごろから、遊漁船業を漁業と

兼業で行っていた。 

② 健康状態 

矯正視力は両眼とも１.０で、聴力には異常がなく、当時の健康状態は良好

であった。 

船長Ｂ 

船長Ｂの口述によれば、次のとおりであった。 

① 主な乗船履歴 

昭和２８年ごろから小型漁船に甲板員として乗り組み、操縦免許証を取得

後に船長となった。 

② 健康状態 

矯正視力は両眼とも１.０で、聴力には異常がなく、当時の健康状態は良好

であった。 

  

２.５ 船舶等に関する情報 

2.5.1 船舶の主要目 

(1) Ａ船 

     船 舶 番 号  ２９０－３９３６１福岡 

船 籍 港  福岡県宗像市 

船舶所有者  個人所有 

総 ト ン 数  ６.６トン 

Ｌｒ×Ｂ×Ｄ  １２.５５ｍ×３.２０ｍ×１.２０ｍ 

船 質  ＦＲＰ 
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機 関  ディーゼル機関１基 

出 力  ３８９kＷ（連続最大） 

推 進 器  ３翼固定ピッチプロペラ１個 

進水年月日  平成３年９月１日 

(2) Ｂ船 

     漁船登録番号  ＦＯ３－３２４９０ 

主たる根拠地  福岡県宗像市 

船舶所有者  個人所有 

総 ト ン 数  １.１トン 

Ｌｒ×Ｂ×Ｄ  ６.８９ｍ×２.０７ｍ×０.７４ｍ 

船 質  ＦＲＰ 

機 関  ディーゼル機関１基 

出 力  ２５（漁船法馬力数） 

推  進  器  ３翼固定ピッチプロペラ１個 

進水年月日  平成７年１０月４日 

 

2.5.2 積載状態 

   (1) Ａ船 

船長Ａの口述によれば、出港時の喫水は、船首約０.５ｍ、船尾約１.２ｍ

であった。 

   (2) Ｂ船 

船長Ｂの口述によれば、出港時の喫水は、船首約０.１ｍ、船尾約０.６ｍ

で、漁獲物はほとんどなかった。 

 

2.5.3 船舶に関するその他の情報 

(1) Ａ船 

   船長Ａの口述によれば、次のとおりであった。 

磁気コンパス、レーダー、ＧＰＳプロッター、魚群探知機及び電子ホーン

が装備され、本事故当時、レーダー及びＧＰＳプロッターが作動中であり、

船体及び機器類には、不具合又は故障はなかった。 

 また、Ａ船は、速力が約８kn 以上になると船首が浮上し、船首方に死角が

生じた。 

(2) Ｂ船 

     船長Ｂの口述によれば、次のとおりであった。 

 コンパスやレーダーなどの航海計器及び有効な音響信号装置は装備されて
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いなかった。 

 

２.６ 気象及び海象に関する情報 

2.6.1 気象観測値 

事故現場の南東７海里にある宗像地域気象観測所における事故当日１５時００分

の観測値は、降水量０mm、東北東の風、風速４.０m/s、気温２５.８℃であった。  

 

2.6.2 乗組員の観測 

(1) Ａ船 

   船長Ａの口述によれば、事故当時の気象及び海象は、天気は晴れで、南西

の風、風速６m/s、視界は良好で、波高１ｍ未満であった。 

(2) Ｂ船 

     船長Ｂの口述によれば、事故当時の気象及び海象は、天気は晴れで、風は

ほとんどなく、視界は良好で、波が少しあった。 

 

２.７ 事故水域等に関する情報 

 海上保安庁刊行の九州沿岸水路誌によれば、概略次のとおりである。 

 倉良瀬戸は、関門海峡～福岡湾口間のほぼ中央にある狭水道で、オノマ瀬灯浮標と

一ノ瀬灯浮標との間が主水道となっているが、通航船が多く、針路を横切る潮流があ

るので十分注意することが必要である。 

 また、船長Ｂの口述によれば、オノマ瀬と一ノ瀬の間は船がよく通るので、本事故

当時はそこを避けて漂泊していた。 

 

２.８ 見張りに関する情報 

(1) Ａ船 

船長Ａの口述によれば、次のとおりであった。 

操舵室右舷側のいすに座って操船に当たり、大島漁港を出港するとき前方を

見たが、前路に他船がいなかったので安心していた。 

Ａ船は、速力が約８kn 以上となると船首が浮上するが、本事故当時は、沖の

防波堤を過ぎたあたりから船首が２０～３０cm 浮上して、船首方向の両舷側約

２０°の範囲に死角が生じ、相手船がいたところまでが見えなかった。 

日頃は、死角を補うために蛇行して航行したり、操舵位置を変えたりしてい

るが、本事故当時は死角を補う見張りを行わなかったので、衝突直前までＢ船

に気付かなかった。 

また、レーダーも見ていたが、Ｂ船が小型の漁船だったので映っていなかっ
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た。 

(2) Ｂ船 

船長Ｂの口述によれば、次のとおりであった。 

漂泊を開始したとき周囲を見回し、自船に向かってくるような他船がいなか

ったので、前部甲板で身体を船尾方に向け、下を向いて釣り道具の修理を開始

した。その後、周囲を見ていなかったので、衝突直前までＡ船に気付かなかっ

た。 

 

 

３ 分 析 

 

３.１ 事故発生の状況 

3.1.1 事故に至る経過 

  ２.１から、次のとおりであったものと考えられる。 

  Ａ船は、大島漁港宮崎船だまりを出港し、約１４１°の針路及び約１２kn の速力

で、手動操舵によって航行中、Ｂ船は、衝突場所付近において、船首を南西に向け

て機関を中立として漂泊中、両船が衝突した。 

 

 3.1.2 衝突時刻及び衝突場所 

 ２.１から、衝突時刻は１５時２０分ごろで、衝突場所は、北防波堤灯台から

１０５°１,４７０ｍ付近であったものと考えられる。 

 

3.1.3 衝突の状況 

２.１から、Ａ船の船首部とＢ船の右舷船尾部が衝突したものと考えられる。 

 

３.２ 事故要因の解析 

3.2.1 乗組員及び船舶の状況 

(1) 乗組員の状況に関する解析 

２.４から、船長Ａ及び船長Ｂは、適法で有効な操縦免許証をそれぞれ有し

ていた。 

(2) 船舶の状況に関する解析 

2.5.3 から、Ａ船及びＢ船の船体及び機器類には、不具合又は故障はなか

ったものと考えられる。 

2.5.3(2)から、Ｂ船は、有効な音響信号装置を備えていなかったものと考
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えられる。 

 

3.2.2 気象及び海象の状況 

２.６から、事故当時の気象及び海象の状況は、天気は晴れ、風力３の東寄りの風

が吹き、視界は良好で、波高は１ｍ未満であったものと考えられる。 

 

3.2.4 事故発生に関する解析 

２.１及び２.８から、次のとおりであった。 

(1) Ａ船 

  ① 船長Ａは、前路で漂泊中のＢ船に気付かずに航行したものと考えられる。 

  ② 船長Ａは、大島漁港を出港するとき前方を見たが、前路に他船を見かけ

なかったことから、前路に他船がいないものと判断し、船首が浮上して前

方に死角が生じていたものの、船首を左右に振るなどして死角を補うなど、

適切な見張りを行わなかったものと考えられる。 

 (2) Ｂ船 

  ① 船長Ｂは、自船の右舷方から接近してくるＡ船に気付かなかったものと

考えられる。 

② 船長Ｂは、漂泊を開始したとき周囲に他船を見かけなかったことから、

釣り具の修理に専念し、周囲の見張りを行わなかったものと考えられる。 

 

 

４ 原 因 

 

本事故は、福岡県倉良瀬戸において、Ａ船が福岡県宗像市神湊漁港に向けて航行中、

Ｂ船が漂泊中、Ａ船が、Ｂ船に気付かずにＢ船に向けて航行し、また、Ｂ船が、自船

に向けて接近するＡ船に気付かずに漂泊を続けたため、両船が衝突したことにより発

生したものと考えられる。 

Ａ船がＢ船に気付かなかったのは、船長Ａが、前路に他船がいないものと判断し、

船首を左右に振るなどして、船首浮上による死角を補う適切な見張りを行わなかった

ことによるものと考えられる。 

Ｂ船が自船に向けて接近するＡ船に気付かなかったのは、船長Ｂが、漂泊を開始し

たとき、周囲に他船を見かけなかったことから、釣り具の修理に専念し、周囲の見張

りを行わなかったことによるものと考えられる。 
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付図１ 推定航行経路図 




